
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 福岡県社保協では、4月 20日に県内の 60市町村全ての首長と議長当てに、新型コロナ感染

症に係る要望書を一斉に郵送しました。自治体によって進捗に濃淡があると思いますが、県

社保協としては、同一要望として提出することとしました。今後、各地域社協や団体で自治

体への申し入れや懇談を行う時は、ご活用いただければと思います。 

 

【要望内容】 

 

１．資格証明書が交付されている国民健康保険の被保険者に対し、直ちに短期保険証を交付

すること。交付に際しては、来庁不要で電話または郵送によりできる手続きや相談を拡

充し、確実に届くよう手段を講じてください。 

２．コロナに関連し経済的事由で受診を控えることがないよう、国保法４４条による一部負

担金の減免、国保法７７条による保険料を減免の実施を速やかに行ってください。 

３．国民健康保険の被保険者に対する、新型コロナイルス感染に係る傷病手当の支給ができ

るよう条例の改正・改定を速やかに実施してください。 

４．上記の要望に対する、実施につきましては、住民に周知いただきますようお願い致しま

す。 

 

福岡市社保協・南区社保協にて、 

福岡市の国保課と懇談を実施、 

要望書を提出しました！ 
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県内 60市町村すべての 

 首長・議長あてに要望書を郵送しました！ 

各地域での取り組み等ありましたら 

ご一報ください。 

 


